
 

 

 

 
各自治会町内会長 様  

栄区 地域振興課資源化推進担当課長 
資源循環局 栄事務所長 

 

小型充電式電池（バッテリー）の適正な廃棄のお願い【協力依頼】 

 
 
１ 情報の趣旨 
 小型充電式電池（バッテリー）の適正な廃棄についてのお願いです。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

 【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

 【単位会長】単位会長あてに資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 内容 

 令和７年７月 12 日(土)に埼玉県戸田市のごみ処理施設「蕨戸田衛生センター」で火災が

発生し、14 日(月)から 16 日(水)まで、地域のごみ収集ができない状況が発生しました。

同様の火災は、昨年 12 月に茨城県守谷市のごみ処理施設「常総環境センター」で、今年

１月には埼玉県川口市のごみ処理施設「朝日環境センター」で発生しています。 

横浜市でも令和３年３月に保土ケ谷工場でごみから発火し、鎮火まで 16 時間を要した

火災が発生したほか、収集車や焼却工場のごみから発火した事例が発生しています。 

これらは、小型充電式電池（バッテリー）からの発火が原因と推定されます。これら小型

充電式電池は、衝撃や圧力がかかると発火する恐れがあります。区民の皆様には従来から

お願いしていますが、小型充電式電池を廃棄する場合は、地域に設置してある小型充電式

電池リサイクルボックス（黄色い缶）にお出しいただきますようお願いします。小型充電式

電池の取り外せない小型家電（コードレス掃除機、ロボット掃除機、電動工具、電気シェー

バー、手持ち扇風機など）は、燃やすごみとは別に、透明か半透明の袋に入れ、燃やすごみ

の日に出してください。また、膨張や破損しているものは、資源循環局栄事務所までご相談

ください。 

 

 

【裏面あり】 

区連会７月定例会資料 
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地域振興課資源化推進担当 

 



 

 

表 栄区内の小型充電式電池リサイクルボックス設置場所 

場所 住所 電話番号 

横浜市資源循環局 栄事務所 上郷町 1570-1 891-9200 

横浜市 栄区役所 桂町 303-19 894-8181 

横浜市 豊田地区センター 飯島町 1368-1 895-1390 

ロイヤルプロ横浜上郷 上郷町 730 890-0155 

㈱イトーヨーカ堂桂台店 桂台中 15-1 894-1361 

㈲ユタカ電器商会 桂台西 2-3-13 桂台ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 892-2648 

㈱ヤマダデンキ LABI 大船 笠間 2-2-1 GRAND SHIP ３Ｆ 392-4131 

 

 

スプレー缶の破裂による発火の事例も発生しています。スプレー缶は中身を出し切り、

透明か半透明の袋に入れ、スプレー缶だけをまとめて、燃やすごみと同じ曜日にお出しく

ださい。中身が出し切れない場合などは、資源循環局栄事務所までご相談ください。 

 

ご不明点がありましたら、資源循環局栄事務所までお気軽にご相談ください。安全で継

続した廃棄物処理に、区民の皆様の御協力をお願いいたします。 

 

 

 

【横浜市ホームページ】 

 

小型充電式電池（リチウムイオン電池、モバイルバッテリー等）の出し方 横浜市 

 

スプレー缶 横浜市 

 

 

 

 

 

          担当：栄区地域振興課資源化推進担当 

         資源循環局栄事務所 

田中、松本 

                     E メール sj-sakae@city.yokohama.jp 

電話 045-891-9200 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/gomi/shushufuka/kogatajudenshiki.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/gomi/shushu/das10.html

